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　２月７日、挾間多目的公園で挾間幼稚園
の園児たちがたこ揚げを行いました。当日
は時折小雨が降る中でしたが、事前に完成
させたオリジナルのたこを手に、園児たち
は全力でグラウンドを駆け抜け、笑顔で楽
しんでいました。



市政ニュース

　３月１日から、広域交付制度が施行されています。
●広域交付制度とは
　戸籍証明書などが全国どこの市区町村の窓口でも請求することができるようになる制度です。これにより、結
婚・相続などの行政手続きや各種申請手続きでの負担の軽減が見込まれます。
●広域交付制度のポイント
・本籍地が遠くにある方でも、最寄りの市区町村の窓口に請求することができます。
・ほしい戸籍の本籍地が全国各地にある場合でも、１ヵ所の市区町村の窓口でまとめて請求することができます。

●戸籍証明書などを請求できる方
・  本人、配偶者または直系の親族（父母、子、孫など）
　戸籍謄本などを請求できる方が市区町村の戸籍証明発行担当窓口にお越しになって請求する必要があります。
※父母の戸籍から除籍した兄弟姉妹の戸籍謄本などは請求できません。
※代理人による請求はできませんのでご注意ください。
●本人確認について
　窓口にお越しになった方の本人確認のため、顔写真付きの公的機関が発行した本人確認書類１点の掲示が必要
です。
・マイナンバーカード　・運転免許証　・パスポート　・在留カード　など

※顔写真付きの本人確認書類であっても、公的機関以外が発行したものは認められません。
※  広域交付では、通常の戸籍謄本などの請求よりも厳格な本人確認が定められているため、健康保険証、年金手

帳などは本人確認書類として認められません。
●所要時間について
　出生から死亡までなどの一連の戸籍を請求される場合、発行に非常に時間がかかります。時間に
余裕を持ってお越しください。詳細については、法務省ホームページをご確認ください。
●問い合わせ　市民課　☎０９７－５８２－１１１１

戸籍の証明書の請求が便利になりました！
　窓口延長業務は、各種証明書をコンビニエンスストアなどで取得できるようになったことに伴い、令和５年度
で終了します。
●各庁舎の最終実施日　湯布院庁舎　令和６年３月２６日㈫　　本庁舎　令和６年３月２７日㈬
　　　　　　　　　　　挾間庁舎　　令和６年３月２８日㈭
●問い合わせ　総務課　☎０９７－５８２－１１１２
　　　　　　　市民課　☎０９７－５８２－１１１１（内線１１４２・１１４３）
　　　　　　　税務課　☎０９７－５８２－１２６９

窓口延長業務終了のお知らせ

　マイナンバーカードを利用して、全国のコンビニなどに設置されているマルチコピー機から各種証明書を発行
できます。
●コンビニ交付を利用できる方　由布市に住民登録している方、本籍地が由布市の方
●必要なもの　電子証明書付のマイナンバーカード（利用者用電子証明書の４桁の暗証番号（※）の入力が必要です）
　（※）マイナンバーカード申請時または受取時に各自で設定したものを指します。
●対象店舗
　セブンイレブン、ローソン、ファミリーマート、イオン九州、その他キオスク端末（マルチコピー機）を設置
している店舗
●利用時間　午前６時３０分～午後１１時（年末年始・システムメンテナンス日を除く）
※店舗の営業時間によって異なります。
●対象の証明書
　住民票の写し、印鑑登録証明書、戸籍全部事項証明書（戸籍謄本）、戸籍個人事項証明書（戸籍抄本）、戸籍
附票の写し、所得・課税証明書（証明年度１月１日および証明取得時に由布市に住民登録がある方）
●問い合わせ
　市民課　☎０９７－５８２－１１１１（内線１１４２・１１４３）
　税務課　☎０９７－５８２－１２６９

住民票などの各種証明書が、
コンビニエンスストアなどで取得できます！ 

　由布市消防本部の令和５年中の出動状況を報告します。
●火災
　３３件で前年と同じ件数です。ごみ焼きや枯草焼きから火災となった件数が多くみられます。
・内訳　建物火災…１１件　林野火災…０件　車両火災…２件　その他火災…２０件
・出火原因（原因が判明しているもの）　ごみ焼き・枯草焼き…１８件　その他…７件
・人的被害　死者…０人　負傷者…４人
・地域別　挾間町…１４件　庄内町…９件　湯布院町…１０件
●救急
　救急は２，０９５件で前年から２４１件の増加です。高齢化の進展による高齢者の搬送人員増加がみられます。
・内訳　急病…１，２３３件　一般負傷…３８３件　交通事故…１０５件
　　　　転院搬送…３００件　その他…７４件
・搬送された人　１，８７２人（前年比１９０人増加）
●問い合わせ　由布市消防本部　☎０９７－５８３－１３１０

由布市消防本部　令和５年出動まとめ

●縦覧期間　４月１日㈪～３０日㈫（土日・祝日を除く）
●縦覧時間　午前８時３０分～午後５時
●縦覧場所　税務課、挾間・湯布院振興局地域振興課　市民窓口係
 縦覧制度 
　由布市内の他の土地や家屋の価格との比較を通じて、ご自分の土地や家屋の評価が適正かどうかを判断できる
ようにするため、土地および家屋の価格等縦覧帳簿を納税者の皆さまが縦覧できます。
●縦覧できる人　土地または家屋を所有する納税者
●本人確認書類　マイナンバーカード、運転免許証、保険証、パスポート　など
　　　　　　　　代理人であれば委任状（固定資産税納税通知書原本でも可）　※法人の場合は社印が必要です。
 閲覧制度 
　自分の資産について固定資産税課税台帳（名寄帳）を見ることができます。
　借地人・借家人などに対しても使用または収益の対象となる部分についての固定資産税の課税内容を明らかに
するため、固定資産税課税台帳の閲覧ができます。
●閲覧できる人　土地または家屋の納税義務者など　
●必要書類
 土地、家屋の納税義務者の場合 
　マイナンバーカード、運転免許証、保険証、パスポート　など
　代理人であれば委任状（固定資産税納税通知書原本でも可）
 借地・借家人、賦課期日以降の新所有者等の場合 
　マイナンバーカード、運転免許証、保険証、パスポート　など
　代理人であれば委任状（固定資産税納税通知書原本でも可）
　賃貸借契約書の写し、全部事項証明書（大分法務局登記簿）
※法人の場合は社印が必要です。
●問い合わせ　税務課　課税係　☎０９７－５８２－１１３８

令和６年度　固定資産税の縦覧・閲覧について

▲法務省
　ホームページ
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市政ニュース

由布市国民健康保険に加入している方へ
●修学のため他市町村に転出する場合の特例制度について
　通常は、住民票所在地の国保に加入することが原則ですが、由布市の国保加入者で、大学などに修学するため
に他の市町村に転出する場合、由布市の元世帯の国保に継続して加入できる特例があります。この特例を受ける
ためには、国保窓口での申請が必要です。
　特例の対象となる学校については、学校教育法に規定する学校・専修学校・各種学校のほか、これらの学校な
どと同程度の教育を行う教育機関も含まれます。
●申請に必要なもの
①「在学証明書（申請年度に発行されたもの）」または「在学期間が分かる学生証の写し」
②対象者の国民健康保険被保険者証
③世帯主および対象者の個人番号（マイナンバー）が分かるもの
④窓口に来られる方の本人確認ができるもの（運転免許証など）
⑤委任状（同一世帯員以外の方が申請に来られる場合）
●問い合わせ
　保険課　☎０９７－５８２－１１２１

登録統計調査員の募集について
　由布市では、統計調査員として各種統計調査に従事していただける方を随時募集しています。登録を希望され
る方は、電話による登録、または次のＱＲコードから電子申請で登録ができます。なお、調査員の選任は、各調
査の性質上、ご希望に沿うことができない場合がありますので、ご了承ください。
●統計調査員とは
　統計法に基づき統計調査事務を行う人のことです。統計調査員は、各種統計調査において世帯や事業所、企業
といった調査対象を訪問し、調査票の記入依頼や回収、点検などの重要な調査事務を行います。
●統計調査員の仕事の流れ
①調査員事務打ち合わせ会（市などでの説明会）へ出席
②担当調査区の範囲と調査対象の確認
③協力依頼および調査票の配布（調査票の記入方法の説明）
④記入された調査票の回収
⑤回収した調査票の検査・整理
⑥調査票などの調査関係書類を市へ提出
●登録要件について
①２０歳以上の方で、調査の趣旨を理解し、責任を持って調査業務を遂行できる方
②守秘義務を遵守できる方
③調査業務に従事し、かつ、支障なく業務を完了することができる方
④税務、警察、選挙に直接関係のない方
⑤反社会的勢力の一員もしくは反社会的勢力と密接な関係のない方 
●報酬について
・調査終了後、調査活動に従事した労働対価として報酬が支払われます。
・報酬の額は、調査の内容や受け持ちの件数などにより異なります。
●問い合わせ
　総合政策課　☎０９７－５８２－１１５８ ▲申込専用フォーム

由布市・田北奨学生募集のお知らせ
　由布市教育委員会では、経済的な理由で修学が困難な人のために奨学資金の貸与を行っています。申し込みに
必要な書類や詳しい条件などについては、教育総務課までお問い合わせください。
 一般型奨学資金 
●対象となる学校
①高等学校等：高等学校、高等専門学校、専修学校（高等課程に限る）
②大学等：大学（大学院を除く）、専修学校（専門課程に限る）
●奨学生の要件
①奨学生または保護者が１年以上由布市に住んでいること　
②学校に在学しているか入学する者であること
③経済的理由により学資の支弁が困難であること　
④向学心に富み、学業その他の優れた資質を有すること
●貸与期間　奨学生が在籍する学校の正規の修業期間を上限とします。
●貸与金額

区分 奨学金（月額） 入学一時金
高等学校等 １２，０００円 ―

大学等 ２０，０００円 ２００，０００円以内
●貸与時期　【奨学金】毎年６月・１０月　【入学一時金】奨学生と決定した日から３０日以内
●連帯保証人　次の要件を満たす連帯保証人が２人必要です。
①大分県内に在住の成人の方で、独立して生計を営み、弁済能力があること
②連帯保証人のうち１人が、原則、保護者の方であること
 返還免除型奨学資金 
　一般型奨学資金の要件などに加えて、申込時点で次の要件を満たす方は、一定の条件により返還すべき奨学資
金の半額が免除される返還免除型奨学資金の申し込みをすることができます。また、由布高等学校を卒業して大
学等へ進学する方は、非課税の世帯に属していなくても学校を卒業した後、由布市内に居住する意思があれば返
還免除型奨学資金の申し込みをすることができます。
●奨学生の要件
①市民税の所得割が非課税の世帯に属すること　
②学校を卒業した後、由布市内に居住する意思があること

●申込書配布場所（提出先）　教育総務課、挾間・湯布院振興局地域振興課　市民窓口係
●申込期間　４月１５日㈪～３０日㈫
※申込締切後、奨学会で選考を行います。
※奨学金は毎年４月、入学一時金は毎年４月・１０月・１月に募集を行います。
●問い合わせ　教育総務課　☎０９７－５８２－１１７７

ねたきり老人等介護手当について
　由布市では、在宅のねたきり老人または重度認知症老人の介護者に対し、介護の労をねぎらい、経済的負担の
軽減とねたきり老人等の福祉の増進を図ることを目的に、ねたきり老人等介護手当を支給しています。
●ねたきり老人等とは
　ねたきりもしくは認知症状により、日常生活を営むのに常時他の者の介護を必要とする状態が６ヵ月以上続い
ている６５歳以上の在宅の方を指します。
●支給要件　ねたきり老人等の方たちが次の全ての条件に該当する必要があります。
・由布市に１年以上住所を有する方
・介護保険法の規定による要介護度４または５の方
・居宅において終日臥床し、日常生活において常に介護を有する方
●介護手当額　ねたきり老人等１人につき６，０００円／月（介護者に支給）
※ねたきり老人等に特別障害者手当が支給されている場合、本手当の対象外となります。
●問い合わせ　高齢者支援課　☎０９７－５２９－７３４９
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水質検査計画について
　水道課では、市民の皆さまが安心して使える安全な水を供給するため、水道法に基づき定期の水質検査を実施しています。
　水道法施行規則では、次年度に実施する水質検査の内容について「水質検査計画」を策定し、提供することとされてい
ます。これに伴い「令和６年度水質検査計画」を策定しましたので、３月１日に公表しました。
　また、公表されている情報は、水道課、挾間・湯布院振興局地域整備課の窓口および由布市公式ホームページでも確認
できます。
●問い合わせ　水道課　　　　　　　　　　　　　☎０９７－５８２－１３２８
　　　　　　　挾間振興局地域整備課　　水道係　☎０９７－５８３－１１１１
　　　　　　　湯布院振興局地域整備課　水道係　☎０９７７－８４－３１１１

放課後児童クラブ利用料助成のお知らせ
　放課後児童クラブを利用している児童と生計を共にしている家族の世帯状況や収入状況により、利用料を助成する制度
があります。令和５年度下半期分（１０月～３月分）の申請を受け付けますので、対象になる方は、各庁舎窓口へ必ず期
限内に申請してください。
※上半期分（４月～９月分）を申請されていない方は、その分も受け付けますので、併せて申請してください。
※申請用紙は由布市公式ホームページからダウンロードしていただくか、各庁舎の窓口でお受け取りください。
●助成対象者と助成金額
 生活保護受給者 
　月額４，０００円（利用料が４，０００円未満の場合は全額） 
 児童扶養手当受給者・就学援助受給者・市民税非課税世帯 
　月額２，０００円（利用料が４，０００円未満の場合は月額の１／２）
※利用料の月額は、クラブごとに定められているおやつ代（実費分）を差し引いた額です。
●必要書類
①利用料助成金交付申請書兼委任書
②クラブに利用料を支払ったことが確認できる書類（領収押印済みの集金袋や引落口座の写しなど）
③助成金振込口座が確認できる書類（通帳など）
④就労証明書（保護者全員分）
⑤児童クラブ利用申立書（就労以外の理由でクラブを利用している場合）
※③、④、⑤については、上半期分申請から変更がない場合、提出の必要はありません。
●申請期限　３月２９日㈮
●問い合わせ　子育て支援課　☎０９７－５８２－１２６２

児童手当受給者が公務員になった場合や
公務員を退職などした場合の手続きについて

●公務員になられた方へ
　児童手当はお住まいの市区町村から支給されますが、公務員の場合は、原則、所属庁から手当が支給されま
す。手当の受給について所属庁へ必ずご確認ください。所属庁から手当が支給されることが確認できましたら、
速やかに市へ受給事由消滅届をご提出ください。届け出が無ければ、所属庁と市からの二重支給になり、過払い
分の手当を返還してもらうことになりますのでご注意ください。
●公務員を退職などされた方へ
　退職や出向などの理由により所属庁から手当が支給されなくなった場合、速やかに市へ認定請求書を提出して
ください。原則、申請月の翌月からの支給になりますが、事由が発生した日（退職日など）の翌日から起算して
１５日以内に手続きをすれば、月をまたいだ場合でも継続して手当が支給されます。市へ認定請求書を提出しな
かった場合、提出しなかった期間中の手当が不支給となりますのでご注意ください。
●問い合わせ
　子育て支援課　☎０９７－５８２－１２６２

●病児保育とは
　風邪などの入院するほど重篤ではないものの、保育園や学校などを休まなければならないお子さんを保育士・看護師・
医師などの専門家が保育と看護を行う子育て支援サービスです。
●対象者　風邪などにより集団での保育が困難で、大分県内に住所を有する小学６年生までのお子さん
※新型コロナウイルスに感染中のお子さんは受け入れができません。その他の感染症についてはお問い合わせください。
●利用料金　２，０００円／日（食事・おやつ代を含みます。アレルギー食非対応）
※生活保護世帯または市民税非課税世帯の方については減免制度がありますので、ご相談ください。
●利用時間　月曜日～金曜日（午前８時３０分～午後５時３０分）
※土日・祝日、お盆・年末年始期間はお休みです。なお、延長保育は行いません。
●利用の流れについて
①「キッズケアクラブ　いまじん」へ利用日の前日までに電話して予約
②医療機関を受診し、利用申請書を記入
③利用当日「キッズケアクラブ　いまじん」へ利用申請書を提出
※  利用申請書は各庁舎窓口・由布市内の医療機関（要確認）に設置しているほか、由布市公式ホームページにも掲載して

います。
●申込先・問い合わせ
　キッズケアクラブ　いまじん（おざきホームケアクリニック）（由布市庄内町庄内原８３８番地７）　☎ ０８０－８３９１－７６５１

由布市病児保育施設　キッズケアクラブいまじんの利用案内について

由布市ファミリーサポートセンター会員募集について
●ファミリーサポートセンターとは
　子育てのお手伝いをしたい人【援助会員】と、子育ての手助けをしてほしい人【依頼会員】の相互援助活動を
行う会員組織です。
●主な活動内容
・冠婚葬祭や講習会など、乳幼児を連れて出掛けにくい場合の子どもの預かり
・習いごとまでの送迎など
※預かりは原則、援助会員の家庭での保育になります。また、子どもの宿泊は行いません。
●援助会員の条件
　由布市内に居住しており、心身ともに健康で、子育て支援に意欲のある成人の方。資格や経験は問いません
が、所定の講習を受講する必要があります。
●依頼会員の条件
　由布市に居住しており、おおむね生後３ヵ月以上の乳幼児から小学生までの児童を育児していること
●利用料金について（目安）
　依頼会員⇒援助会員へ直接お支払いしていただきます。

①平日の午前７時～午後８時 ６００円／時

②①の時間以外 ７００円／時

子どもの送迎で、車を使用した場合 １活動につき１００円
●申込先・問い合わせ　社会福祉法人　庄内厚生館　児童養護施設　山家学園（由布市庄内町東長宝６０１）
　☎ ０８０－２７４２－２６５９（午前９時～午後６時）

地域の農地を守り抜く
　２月２８日、農事組合法人南田代の森組合長らが挾間庁舎を訪れ、大分県
農業賞集落営農・むらづくり部門特別賞を受賞したことを相馬市長らに報告
しました。農事組合法人南田代は田代地域の農家３８人が組合員として、手
を取り合い地域農業の発展・持続に貢献しています。受賞にあたり同組合法
人の森組合長は「農地を荒らさないために始めた活動がこんなにも大成する
とは当時思わなかった。今回の受賞を励みに今後も活動を持続できるように
頑張りたいと思います」と話しました。

67 2024. ３　市報ゆふ 市報ゆふ　2024. ３



市政ニュース

老朽危険空き家等の除去に対する補助について
　周辺の住環境などを悪化させている老朽危険空き家等（※）から市民の安全および財産を保護し、安全かつ安心
して暮らすことができる生活環境を確保するため、老朽危険空き家等の除去を行う際に補助金の交付を行います。
（※）  居住用の建築物であり、日ごろ居住やその他の利用がされておらず老朽化によって倒壊などの危険がある

ものを指します。
●補助の対象となる物件
　次の全ての条件に該当する建築物
①由布市内に建てられており、木造であること　②長屋、共同住宅でないこと
③個人所有であること（法人などは不可）　　　④同一敷地内に同じ補助金の交付を受けた建物がないこと
⑤他事業などにより移転、または立ち退き対象になっていないこと　
⑥所有権以外の権利が設定されていないこと
⑦老朽危険判定基準による評点が１００以上のもの（職員が現地調査を行います）
●補助対象者（申請者）
　次の全ての条件に該当する方
・対象空き家を所有する方、またはその相続関係者の方（法人は対象外）
・市税などの滞納がない方
・暴力団員または暴力団関係者でない方
●補助対象となる経費
　補助対象物件の除却に要する費用（家財道具、機械、車両などの処分費などは対象外）
●補助金の額について
　除却に要する補助対象経費（除却に要する費用の１０分の８）の２分の１以内の額、または市の定める額のい
ずれか小さい額（限度額：５０万）
●問い合わせ　建設課　用地管理係　☎０９７－５８２－１２７３

　由布市では、道路に面した危険なブロック塀などを除却する費用について一部補助金を支給しています。
●補助金支給対象　市内にある道路に面したブロック塀などで危険なブロック塀と認められるもの。
●補助対象者　除却しようとするブロック塀の所有者および管理者
●補助率　ブロック塀などの除却費用の１／２以内、上限１０万円
●補助できない場合
・道路に面していないブロック塀など　　　　　・点検の結果、安全対策の必要のない場合
・補助金申請前に工事契約や工事を始めた場合　・市税などの未納がある場合　など
●募集箇所　５ヵ所
●募集期間　４月８日㈪～１２月１３日㈮
※期間当初は抽選期間を設けます。なお、募集箇所数に達した場合はその時点で締め切ります。
●申込先・問い合わせ　建設課　用地・管理係　☎０９７－５８２－１２７３

危険なブロック塀などの除却費用の一部を補助します

木造住宅の耐震診断・耐震改修の補助について
　昭和５６年５月３１日以前に着工された木造住宅は、現在の耐震基準を下回っている可能性があり、地震の際
に倒壊する恐れがあります。もしものときに備えて、大分県木造建築耐震診断士（※）の耐震診断を受け、自宅
の耐震性能を確認しましょう。
（※）  知事が登録した建築士事務所に所属する建築士で、知事の指定する耐震診断講習を受講し、大分県に登録した者

耐震アドバイザー派遣
　建築士がお宅に訪問し、簡単な診断を行い、耐震に関する相談などに応じます。
●対象　平成１２年５月３１日以前に着工された「２階建て以下の木造住宅」・「２階建て以下の木造アパート」
●費用　無料
●申込先・問い合わせ　大分県建築士事務所協会　☎０９７－５３７－７６００

耐震診断・耐震改修
１．耐震診断
●対象　「昭和５６年５月以前」に着工された“木造戸建て住宅”（アパートを除く一定の条件を満たす建築物）
●費用　所有者負担は定額５，５００円（申し込み後、大分県建築士会へ納入）
※家の形が複雑、築年数が極端に古い場合、別途費用がかかる場合もあります。
●募集戸数　１０戸
２．耐震改修・部分耐震改修
●対象　耐震診断の結果から改修が必要と認められた建築物
●手数料　１２，０００円（大分県建築士事務所協会への審査依頼手数料）
●補助金額
①耐震改修　改修費用の２／３以内、最高１００万円
※条件に該当した場合は改修費用の３／５以内、最高１２０万円
　  （条件　・床面積が１８０㎡以上　・昭和３４年以前に建築　
　　　　　・評点が０．４未満　・所有者などが６５歳以上かつ世帯所得が３５０万円未満　など）
②部分耐震改修　改修費用の２／３以内（最高６０万円）
※補強により一定以上の耐震性が確保できる場合に第一段階として補助するものです。
③シェルター設置型改修　改修費用の２／３以内（最高３０万円）
※  住宅が倒壊しても最小限の生存空間を確保することを目的に、寝室などに丈夫な箱「シェルター」を設置す

る場合に補助するものです。
※補助金を施工業者が代理受領することも可能です。
●募集戸数　３戸
●申請期間　４月８日㈪～１２月１３日㈮
※期間当初は抽選期間を設けます。なお、いずれも募集戸数に達した場合はその時点で締め切ります。
●申込先・問い合わせ　建設課　用地・管理係　☎０９７－５８２－１２７３

由布市男女共同参画審議会の委員を公募します
　由布市男女共同参画審議会は、男女共同参画について調査・審議し、男女共同参画を円滑に推進することを目
的としています。このたび、一般公募委員を募集しますので、由布市の男女共同参画の推進について関心をお持
ちの方は応募をお願いします。
●公募委員数　最大６人（挾間・庄内・湯布院の各地域において最大２人まで）
●任期　２年間
●役割
・学習会や各地域での啓発活動などへの参加
・男女共同参画プラン見直しに係る協議・検討（審議会を複数回開催）
・その他、男女共同参画の推進に関すること
●報酬　３，８００円／日（会議時のみ）
●応募資格
①応募時点で１８歳以上の方（ただし学生は除く）
②由布市内に住所を有している方
③由布市の職員（会計年度任用職員を含む）または議会議員でない方
④会議への出席など、会務の遂行に支障がない方
⑤男女共同参画の推進に興味と関心がある方
●応募方法
　窓口または由布市公式ホームページにある応募用紙に必要事項を
記入の上、いずれかの受付窓口にご提出ください。
●受付窓口　人権・部落差別解消推進課、挾間・湯布院振興局地域振興課
●公募期間　３月２７日㈬　午後５時まで（必着）
●選考方法　応募用紙により審査し、選考結果については応募者全員に通知します。
●問い合わせ　人権・部落差別解消推進課　☎０９７－５８２－１２４４

大分県パートナーシップ
宣誓制度が始まります！

　大分県では、多様な価値観と生き方
を認め合い、誰もが自分らしく生きる
ことのできる社会の実現をめざして、
令和６年４月から「大分県パートナー
シップ宣誓制度」を開始します。
●問い合わせ
　大分県人権尊重・部落差別解消推進課
　☎０９７－５０６－３１７５
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犬の狂犬病予防注射と登録はお忘れなく！

＜注意事項＞
・登録済みの犬に関しては、注射受付票（はが

き）を郵送しますので、忘れずに持参してくだ
さい。

・雨天でも実施します。
・市内在住の方は、どこの会場でも受けることが

できます。
・注射当日から１週間前後は激しい運動やシャン

プーは控えてください。
・犬の体調に不安がある場合などは事前に病院に

確認してください。
　動物病院でも、同じ料金で狂犬病予防注射がで

きます。
・首輪は指２本入る程度にしっかり締め、犬を十

分に制御できる人が連れて来てください。
※制御できず「危険」と思われる場合は、予防注

射をご遠慮いただくことがあります。
　犬の咬傷事故は、飼い主さんの責任です。
　他の犬とケンカをする性質がある犬や、飼い主

さんだけでは犬を制御できないような場合は、
かかりつけの先生に相談するなどして、病院で
注射を受けてください。

●令和６年度　狂犬病予防集合注射および登録日程

挾 間 地 域
月　日 時　間 場　　所

４/１５
㈪

9:30 ～ 9:40 海老毛自治公民館前
9:45 ～ 9:55 丸田自治公民館前
10:00 ～ 10:15 赤野自治公民館前
10:25 ～ 10:30 サニータウン挾間公園前
10:35 ～ 10:45 喜多里自治公民館前
10:55 ～ 11:05 北方自治公民館前
11:15 ～ 11:30 上市自治公民館前
13:40 ～ 13:50 阿鉢自治公民館前
14:00 ～ 14:10 小野自治公民館前
14:20 ～ 14:30 谷中村自治公民館前
14:40 ～ 14:50 谷東部自治公民館前
15:00 ～ 15:10 生田原自治公民館前

４/１６
㈫

9:30 ～ 9:45 サントピア古野公園前
9:55 ～ 10:10 医大ケ丘３丁目ふれあい公園
10:25 ～ 10:35 鬼崎自治公民館前
10:45 ～ 10:55 鶴田自治公民館前
11:05 ～ 11:30 下市自治公民館前
13:40 ～ 13:50 田ノ小野自治公民館前
14:00 ～ 14:05 山田自治公民館前
14:15 ～ 14:25 中恵自治公民館前
14:35 ～ 14:45 酒野自治公民館前
14:55 ～ 15:00 下筒口自治公民館前
15:10 ～ 15:15 上筒口自治公民館前

４/１７
㈬

9:30 ～ 9:40 同尻自治公民館前
9:50 ～ 10:05 柏野自治公民館前
10:15 ～ 10:20 鬼瀬自治公民館前
10:30 ～ 10:40 篠原自治公民館前
10:50 ～ 10:55 池の上自治公民館前
11:10 ～ 11:25 挾間庁舎旧保健センター
13:40 ～ 13:50 三船自治公民館前
14:00 ～ 14:10 来鉢自治公民館前
14:20 ～ 14:25 南田代自治公民館前
14:35 ～ 14:45 詰自治公民館前
14:55 ～ 15:05 馬見塚様宅前
15:10 ～ 15:20 朴木自治公民館前
15:30 ～ 15:35 時松農事集会所

4/１８
㈭

9:30 ～ 9:40 高崎自治公民館前
9:50 ～ 10:00 山口自治公民館前
10:10 ～ 10:20 中台自治公民館前
10:30 ～ 10:35 七蔵司自治公民館前
10:45 ～ 10:55 石城小学校
11:05 ～ 11:30 由布川地域交流センター

庄 内 地 域
月　日 時　間 場　　所

４/２２
㈪

9:30 ～ 9:40 大龍東部２区公民館前
9:50 ～ 10:00 小松大橋横バス停前
10:05 ～ 10:15 龍原公民館前
10:25 ～ 10:35 五ヶ瀬公民館前
10:45 ～ 10:55 大龍西部公民館前
13:30 ～ 13:45 柿原公民館前
13:55 ～ 14:05 仁瀬の坂三叉路
14:15 ～ 14:25 大津六男様宅前（小鹿倉）
14:35 ～ 14:45 旧南庄内小学校プール前
14:55 ～ 15:05 中渕・旧農協倉庫前
15:15 ～ 15:20 宮崎酒店前
15:30 ～ 15:40 中畑屋敷バス停前

４/２３
㈫

9:35 ～ 9:40 下直野公民館前
9:50 ～ 10:00 井手下バス停前
10:10 ～ 10:20 中村バス停前
10:30 ～ 10:40 阿蘇野バス停前
11:05 ～ 11:15 本庁舎保健センター前
13:40 ～ 13:50 橋爪公民館前
14:00 ～ 14:10 西庄内小学校校庭隅
14:20 ～ 14:35 東家公民館前
14:45 ～ 14:55 瓜生田公民館前
15:05 ～ 15:15 旧庄内公民館前(旧中央公民館前)

４/２４
㈬

9:10 ～ 9:20 下武宮生活改善センター前
9:30 ～ 9:35 旧星南小学校入口
9:45 ～ 9:55 佐藤剛夫様宅前（蓑草）
10:05 ～ 10:10 平石農業法人倉庫
10:20 ～ 10:30 雲取神社
10:40 ～ 10:50 和田九州男様方前（水足）
11:00 ～ 11:05 佐平治精米所前
13:40 ～ 13:45 土師達信様宅前（長野）
13:55 ～ 14:05 長野・旧農協倉庫前
14:10 ～ 14:15 岡ノ平バス停前
14:20 ～ 14:25 上山益弘様宅前（中尾）
14:35 ～ 14:40 宮迫悟様宅前（猪野）
14:50 ～ 15:05 畑田公民館前

４/２５
㈭

9:20 ～ 9:30 小挾間神社前
9:40 ～ 9:50 柚の木バス停前
10:00 ～ 10:05 影戸公民館前
10:15 ～ 10:25 上瀬口バス停前
10:35 ～ 10:45 竹の中工芸センター
10:55 ～ 11:00 中尾公民館前
11:10 ～ 11:20 久保公民館前
13:40 ～ 13:45 下櫟木交差点
13:55 ～ 14:05 蛇口公民館前
14:10 ～ 14:20 長宝団地公園
14:35 ～ 14:45 庄内体育センター
14:55 ～ 15:05 小野屋区民会館
15:15 ～ 15:20 五福公民館前

湯 布 院 地 域
月　日 時　間 場　　所

４/１８
㈭

13:30 ～ 13:40 川西児童体育館前
13:50 ～ 14:00 内徳野公民館前
14:10 ～ 14:20 上津々良農民研修センター前
14:30 ～ 14:40 鮎川公民館前
15:00 ～ 15:05 水地公民館前
15:25 ～ 15:35 畑グラウンド駐車場

４/１９
㈮

9:40 ～ 10:00 塚原公民館前
10:20 ～ 10:30 若杉公民館前
10:40 ～ 10:50 並柳公民館前
11:00 ～ 11:15 温湯区公民館前
11:25 ～ 11:40 社会福祉協議会駐車場
13:30 ～ 13:40 石光公民館前
13:50 ～ 14:00 荒木公民館前
14:10 ～ 14:20 山崎地区集会所前
14:30 ～ 14:40 西石松公民館前
14:50 ～ 15:00 旧水道課前

注射をうけた犬には、注射をうけた犬には、
「注射済票」を配布し「注射済票」を配布し
ます。迷子札にもなります。迷子札にもなり
ますので、首輪に装着ますので、首輪に装着
してください。してください。

●問い合わせ
　環境課　☎０９７－５８２－１３１０

犬のふんは犬のふんは
必ず持ち帰りましょう！必ず持ち帰りましょう！

　犬のふんの放置に対する苦情が寄せられていま
す。人の土地や公共の場にふんを放置したり、勝
手に埋めたりすると、周囲の人に迷惑をかけます。
愛犬と楽しく暮らすためにも、飼い主の責任を果
たしましょう。なお、希望する方には、犬のふん
や放し飼いに対するマナー看板を無料で貸し出し
ています。

・散歩に行く時はきちんとリードや鎖につなぐ。
・エチケット袋を持参し、ふんを持ち帰る。
・  人の家の塀や壁、花壇、植木などにおしっこ

がかからないように注意する。
・  散歩以外の時には、飼い犬が敷地から出ない

ようにつないだり囲ったりする。

　持ち物を確認して、受付開始時刻までに会場にお　持ち物を確認して、受付開始時刻までに会場にお
越しください。越しください。
●●持ち物について持ち物について
・予防集合注射の案内はがき（３月中旬ごろ発送）・予防集合注射の案内はがき（３月中旬ごろ発送）
・予防注射料　１匹につき３，２５０円（※）・予防注射料　１匹につき３，２５０円（※）
・フンを片付ける道具　など・フンを片付ける道具　など
（※）会場で犬の新規登録と予防注射をする方は（※）会場で犬の新規登録と予防注射をする方は
　６，２５０円です。 　６，２５０円です。 
（内訳：登録手数料３，０００円＋予防注射料（内訳：登録手数料３，０００円＋予防注射料
　　　　３，２５０円） 　　　　３，２５０円） 
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ゆーふー主任のまちかどズームアップ
市政ニュース

　１月２９日、由布市新たな財源検討委員会
の大崎美泉委員長から相馬市長に、由布市
の新たな財源確保について答申書が手渡され
ました。将来にわたって安定した財政運営を
行っていくためには、自主財源の確保が不可
欠なことから、平成３０年に市が同委員会を
設置して財源の確保策について意見を求めて
いました。
　今回は入湯税を２５０円にすることや、新
税の導入についても早急に議論を形成してい
くことなどが答申され、答申書を受け取った
相馬市長は「市内各地にあるそれぞれの温泉

の魅力を高めていくとと
もに、これまで守ってき
た温泉や自然を未来に引
き継いでいくために活用
したい」と話しました。

答

由
布
市
の
新
た
な
財
源
確
保
に
関
す
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答
申
書
が
提
出
さ
れ
ま
し
た

申

　２月１３日、相馬市長が湯布院町の佐藤ミ
サ子さんの自宅を訪れ、１００歳のお祝いを
しました。佐藤さんは結婚を機に由布市に移
住。その後華道に熱心に取り組み、腕前はお
免状を取得するほどでした。また今年のお正
月には近くの公民館で子や孫やひ孫など４０
人が集まり、みんなで１００歳をお祝いした
そうです。好きな言葉は七転八起で、くよく
よせず、よく笑い物事を前向きに考えており、
これが長寿の秘訣にもつながっているので

はないだろう
かと話しまし
た。いつまで
もお元気で長
生きしてくだ
さい。

１
０
０
歳
を
祝
っ
て

１
０
０
歳
を
祝
っ
て

長長
寿寿

　２月２日、相馬市長が湯布院町の特別養護
老人ホーム温水園を訪れ、衞藤トシコさんの
１００歳のお祝いをしました。玖珠町出身で
海外旅行が好きだった衞藤さん。今までオー
ストラリア、トルコ、ドイツなどさまざまな
国を娘や孫と一緒に旅しました。中でもお気
に入りは、タイと台湾だったそうです。また、
相撲観戦が大好きで、今でも相撲のシーズン
を楽しみにしています。よく食べることと、
明るく、くよくよしないことが長寿の秘訣で

はないか、とのこ
とです。いつまで
もお元気で長生き
してください。

１
０
０
歳
を
祝
っ
て

１
０
０
歳
を
祝
っ
て

長長
寿寿

　２月２８日、相馬市長が挾間町の特別養護
老人ホーム若葉苑を訪れ、田尻ミヨ子さんの
１００歳のお祝いをしました。挾間町にある
夫の実家に嫁いだ田尻さんは、人懐っこく、
おしゃべりが好きで、会話の途中からでも、
輪にすぐに溶け込んでいました。また、畑作
業が好きで、米や野菜をよく作り、出来栄え
に一喜一憂していた姿が印象的だったそうで
す。長寿の秘訣は、毎日３食残さず食べるこ
と、とのことです。いつまでもお元気で長生

きしてくだ
さい。

１
０
０
歳
を
祝
っ
て

１
０
０
歳
を
祝
っ
て

長長
寿寿

１
０
０
歳
を
祝
っ
て

１
０
０
歳
を
祝
っ
て

長長
寿寿

　２月１６日、相馬市長が挾間町の丹生ミヨ
シさんの自宅を訪れ、１００歳のお祝いをし
ました。大分市出身の丹生さんは、結婚を機
に挾間町に移住し、夫とともに５０年以上に
わたり農作業に励んでいました。歌が好きで、
カラオケではよく昭和歌謡などを歌っていま
した。また、読書も好きで、今でも雑誌を買っ
て読んだり、新聞をほぼ毎日読んだりしてい
ます。早寝早起きは勿論、食事も大好きなお
米を中心にしっかり食べており、これが長寿

の秘訣ではないか、
とのことです。いつ
までもお元気で長生
きしてください。

１
０
０
歳
を
祝
っ
て

１
０
０
歳
を
祝
っ
て

長長
寿寿

　３月５日、小石副市長が湯布院町の厚安人
さんの自宅を訪れ、１００歳のお祝いをしま
した。湯布院町出身の厚さんは、長年、鉄道
会社や通信会社などで勤務し、退職するまで
仕事一筋で真面目に取り組んでいたそうで
す。退職後は、体を動かすことが好きだった
こともあり、家庭菜園で多くの野菜を作った
り、国内外問わず旅行に行ったりしていまし
た。自ら山に入り作業することも多く、作っ
た野菜を近所の人などに分けていました。好

き嫌いがなく何でも
食べるため、これが
長寿の秘訣ではない
かとのことです。い
つまでもお元気で長
生きしてください。

合併処理浄化槽補助金交付申請の受付について
　合併処理浄化槽を設置する家庭を対象に、補助金交付申請を受け付ける予定です。
※正式には３月末ごろに由布市公式ホームページでお知らせします。
●受付期間
　４月８日㈪～１１月２９日㈮
※受付期間内であっても予定基数に達し次第、補助金の受け付けを終了します。
※予定基数に達した日に受け付けた申請分については抽選を行います。
●補助限度額

●補助対象者
・  個人住宅において、新築物件に合併処理浄化槽を設置、または汲み取り便槽や単独処理浄化槽から合併処理浄

化槽へ設置替えをする方
・  浄化槽設置予定住所に住民票がある方、または浄化槽設置後１年以内に浄化槽を設置した住所へ住民票を移す

ことができる方
・令和７年２月末までに設置工事が完了し、実績の報告ができる方
・店舗等併用住宅の場合は、居住部分の延べ床面積が全体面積の２分の１以上である住宅に居住している方
※次に該当する場合は補助の対象となりません。

・補助期間内（令和７年２月末まで）に工事が完了できない場合
・  販売や賃貸を目的とした住宅に浄化槽を設置する場合
　（「空き家バンク」制度の利用を申し込んだ方が、同制度に登録された住宅を借り受ける場合を除く）
・生活の本拠がない別荘などに浄化槽を設置する場合
・申請前に工事に着手した場合（補助金交付決定通知が到着後、工事に着手となります）

　このほかにも交付条件がありますので、事前にお問い合わせください。
※  なお浄化槽の使用にあたって、清掃、保守点検および７条・１１条検査（法定検査）など、３つの維持管理業

務が必要です。
●問い合わせ　環境課　☎０９７－５８２－１３１０

※単独処理浄化槽から合併処理浄化槽への転換を行う場合は、次の費用を追加補助します。

人槽 新築 汲み取り・単独からの設置替え
５ １１０, ０００円 ５３２, ０００円
７ １３８, ０００円 ６１４, ０００円

１０～５０ １８２, ０００円 ７４８, ０００円

単独処理浄化槽の撤去工事費 　９０，０００円
単独処理浄化槽から合併処理浄化槽への

転換による宅内配管工事費 ３００, ０００円

牛・馬・豚・ヤギ・家きんなどを
飼育している方は、家畜の飼養状況の報告が必要です

　家畜伝染病予防法により、家畜飼養者は、毎年「牛・馬・豚・ヤギ・家きんなど（鶏・うずら・あひる・き
じ・だちょう・ほろほろ鳥・七面鳥）の飼養頭羽数など」について、県への報告が義務付けられています。飼養
頭羽数の変更がある方や、家畜の飼養を開始した方で、まだ報告がお済みでない方は、畜産センターまでご連絡
ください。なお、すでに報告済みの方で飼養を中止した方についても、その旨をご連絡ください。
　家畜伝染病に備え、飼養頭羽数などを把握するための対応です。皆さまのご理解とご協力をお願いします。
※１頭、1羽でも飼養されている方が対象です。
※家畜伝染病予防法に関する問い合わせは、大分県大分家畜保健衛生所までお願いします。
●報告内容　氏名、住所、電話番号、飼養場所、飼養している家畜の種類、頭羽数　など
●問い合わせ　畜産センター　　　　　　　☎０９７－５８２－１３４４
　　　　　　　大分県大分家畜保健衛生所　☎０９７－５４１－５２４１
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ゆふスポ！まちのスポーツ情報 ゆーふー主任のまちかどズームアップ

　２月１８日、第３８回後藤建寿杯　大分県なぎな
た選手権大会がレゾナック武道スポーツセンターで
開催されました。由布市なぎなたクラブ所属選手の
主な大会結果は次のとおりです（以下、敬称略）。
●演技競技
　【小学生高学年の部】
　優勝　庄野里咲、和田渚
　【中学生の部】
　優勝　工藤涼、鶴原瑛乃
●試合競技
　【小学生低学年の部】
　優勝　三浦莉都
　【小学生高学年の部】
　優勝　庄野里咲

　２月７日、由布市老人クラブ連合会の佐藤
幸市会長らが本庁舎を訪れ、能登半島地震の
災害義援金を由布市に贈呈しました。この義
援金は、由布市老人クラブ連合会の６４クラ
ブの会員の皆さんから集められたものです。
今回の寄附金は、日本赤十字社を通じて被災
地での支援に役立てることにしています。同
連合会の佐藤会長は「一日でも早く日常が戻

る よ う に、
少しでも力
になれれば
と思う」と
話 し ま し
た。

募
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よ
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　１月３１日、大分県立由布支援学校の中学
部の生徒たちを対象とした「由布市就労支援
事業所体験会」が開催されました。これは、
将来の就労先の選択肢の１つとして、市内の
就労継続支援Ａ型・Ｂ型事業所を知り、働く
ことの楽しさを実感してもらうことを目的
に、由布市地域自立支援協議会しごと支援部
会が主催で行われたものです。当日は、実際
に事業所の仕事を体験したり、働いている方
から仕事内容ややりがいなどについて話を聞

いたりしました。生
徒たちが熱心に仕事
に取り組む姿がとて
も印象的で、終始、
笑顔があふれる体験
会となりました。

　３月１日、湯布院町の由布院駅で辻馬車開
きが行われました。会場では４年ぶりに餅つ
きが行われ、つきたての餅が来場者に振る舞
われました。辻馬車には、来賓や地元の幼稚
園児が乗車しました。多くの笑顔が見られた
ほか、まだ肌寒い由布院の町に、春の音色が
“パカラ、パカラ”と響き渡りました。由布院
温泉観光協会の太田慎太郎会長は「辻馬車が
５０周年の節目を迎えることができて嬉しく
思います。今後も多くのイベントで皆さまを

お待ちしていま
すのでぜひお立
ち 寄 り く だ さ
い」と話しまし
た。

馬

由
布
院
に
春
の
訪
れ

車
　２月２８日、ゆふいんＳＰＡ健康リレーマ
ラソン２０２４に係る陸上自衛隊湯布院駐屯
地協力調印式が湯布院庁舎で行われました。
毎年、参加者が安心して走ることができるよ
う、自衛隊に大会運営に協力していただいて
おり、この日は大会開催にあたり通信支援を
行う旨の覚書の交換を行いました。大会当
日、コース上に配置された自衛隊員が無線機
を使い、万が一の事態に対応できるよう備え
ることとしています。陸上自衛隊湯布院駐屯

地の伊藤司令は
「大会が成功す
るよう全力で支
援したい」と話
しました。

支

参
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　２月１８日、２０２４由布市健康立市推進
大会がはさま未来館ＤＥＮＫＥＮホールで開
催されました。これは、由布市が健康立市宣
言を行ってから１０年が経過したことを記念
し、１０年間の取り組みを振り返るとともに
今後のステップとするために開催されまし
た。当日は、健康づくり組織の活動展示や協
力団体による測定コーナー、市の健康づくり
に尽力された個人・団体の表彰が行われまし
た。また、健康寿命延伸に向けた講演も行わ
れるなど、多くの参加者が自身や地域の健康

について理解を深
めることができま
した。
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　２月２日、漫画「明日へ遺すものがたり」の
完成報告会が本庁舎で行われました。この漫
画は、子どもたちに故郷への関心を高めても
らい、将来の生き方を考えるきっかけにして
もらうことを目的に出版されました。後藤楢根
広報委員会の二宮寿委員長を中心に製作が進
められ、日本の児童文学の発展に尽力した挾
間町出身の後藤楢根氏の功績が詳しく描かれ
ています。また、２８日には挾間小学校で贈呈
式が行われ、約３４０冊が贈られました。この
漫画は市内の各小中学校にも贈られたほか、
市内各図書館でも読むことができます。

漫

故
郷
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人
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　２月１１日、スポーツクラブＨＡＳＡＭＡ主催の

「第７回ＹＵＦＵスポーツ玉入れ大会」が挾間体育セ
ンターで開催されました。一般の部に８チーム、ジュ
ニアの部に２チームが出場し、選手たちは楽しく競
技を行いました。大会結果は次のとおりです。
●一般の部　　　優　勝　市役所青年部
●ジュニアの部　優　勝　陣屋太鼓Ｊｒ

　２月１４日、令和５年度公益財団法人大分県スポー
ツ協会表彰式が開催されました。この賞は、長年に
わたり地域スポーツの発展に尽力した団体などに贈
られるもので、この度、由布市軟式野球連盟がスポー
ツ功労賞を受賞しました。同連盟は、これまで年間
を通して多くの大会を開催するなど、軟式野球を通
じた地域の活性化やジュニア期の競技力向上、およ
び青少年健全育成に取り組んでおり、地域に根ざし
た活動を行っています。受賞にあたり同連盟の望月

健一会長は「これからも
軟式野球を通して地域を
元気にしていきたい」と
話しました。

第７回
ＹＵＦＵスポーツ玉入れ大会

大分県スポーツ協会スポーツ功労賞

　令和５年１２月１４日から約１ヵ月間、食品ロス
削減に向けたフードドライブを実施し、その贈呈式
が由布市社会福祉協議会 本所で行われました。フー
ドドライブとは、家庭で余っている食品や日用品を
集めて、食品を必要としている地域のフードバンク
などの生活困窮者支援団体、子ども食堂、福祉施設
などに寄附をする活動のことです。今回は、由布市
役所職員を対象に実施し、約３０ｋｇの食品や日用

品が集められました。集
まった食品や日用品は、
由布市社会福祉協議会へ
寄附をし、子ども食堂な
どで活用されます。

　２月１３日から１５日にかけて「第３７回　湯布
院町春季バドミントン大会」が湯布院Ｂ＆Ｇ海洋セ
ンター体育館で開催されました。団体戦に６チーム、
個人戦に６チームの総勢５１人が参加し、熱戦が繰
り広げられました。大会結果は次のとおりです。
●団体戦
　優　勝　あさぎり
　準優勝　乙丸１
●個人戦（敬称略）
　優　勝　早川泰文・日野克敏
　準優勝　田中大樹・小野吏恵

フードドライブを実施しました

第３７回　湯布院町春季バドミントン大会

第３８回後藤建寿杯
大分県なぎなた選手権大会

　２月１７日、第２回大分県中学生フレッシュバド
ミントン大会が杵築市文化体育館で開催されました。

大会には、県内各地から中
学生８７人が参加し、工藤
あのんさん（挾間中２年）
が見事優勝を果たしました。
予選リーグを１位で通過し、
決勝トーナメントでも多く
の試合に勝ち抜き、優勝の
栄冠に輝きました。

第２回大分県中学生
フレッシュバドミントン大会
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健康ナビ ゆふスポ！まちのスポーツ情報

　３月７日、ヴェルスパ大分の山橋貴史監督や中村真人選手、姫野昴志選手らが本庁舎を
訪れ、相馬市長らにＪＦＬリーグ開幕に伴う表敬訪問を行いました。由布市を含む県内３
市をホームタウンとしているヴェルスパ大分。今年は４年ぶりの優勝・Ｊ３昇格をめざし
て、日々の練習を行っています。
　この日は、リーグ戦２位以内という目標を報告しました。今年のキャンプでは、ロアッ
ソ熊本や大分トリニータなど多くのＪリーグチームとトレーニングマッチを行いました。
内容面ではこれまで取り組んできた成果が見られたほか、新加入選手も含めた選手同士の
連携が高まってきていることが感じられるなど、シーズン開幕に向けて手応えを感じてい
ます。中村選手は「昨年は悔しい思いをしたので、Ｊリーグ昇格を目標に全員で良い準備
をしたい」、姫野選手は「ＧＫとして無失点勝利をめざし、シーズン終了後に全員で笑え
るようにしっかり戦いたい」とそれぞれ決意を述べました。

▶Facebook　https://www.facebook.com/verspah
また、チームのホームページもぜひご覧ください。 https://verspah.jp/

頑張れ！ヴェルスパ大分！

リーグ開幕目前！４年ぶりの優勝＆Ｊ３昇格をめざすヴェルスパ！リーグ開幕目前！４年ぶりの優勝＆Ｊ３昇格をめざすヴェルスパ！

第２回由布市風の子マラソン大会
　２月２３日、第２回由布市風の子マラソン大会が庄内総合運動公園で開催され
ました。大会には、４歳児・５歳児の親子２４組と小学生の男女１１４人が参加
し、健脚を競い合いました。寒い中一生懸命に走る子どもたちの姿はとても輝い
ていました。大会結果は次のとおりです。
●未就学男子の部　優勝　飯倉　一翔　　●未就学女子の部　優勝　三重野　詩
●低学年男子の部　優勝　吉光　　志　　●低学年女子の部　優勝　三宅　苺果
●中学年男子の部　優勝　佐々木蒼佑　　●中学年女子の部　優勝　山崎　杏音
●高学年男子の部　優勝　大塚　光智　　●高学年女子の部　優勝　山﨑　夕澄

（以上、敬称略）

令和５年度
由布市スポーツ少年団卒団式

　２月２９日、大分市を拠点に活動する中学生硬式
野球チーム「大分七瀬ボーイズ」に所属する由布市
出身の選手２人と清水監督が本庁舎を訪れ、県大会
の結果報告と全国大会への出場を相馬市長に報告し
ました。大分七瀬ボーイズは、昨年１２月に行われ
た県大会で初戦から順当に勝ち進み、決勝では見事
な逆転勝ちを収め、３月２６日から東京都で開催さ
れる日本少年野球春季全国大会に大分県代表として

出場します。佐藤謙志郎
さん（挾間中２年）は
「守備でチームに貢献し
たい」、志水勇佑さん
（同）は「相手打線を０
に抑えたい」とそれぞれ
意気込みを語りました。

　３月２日、由布市スポーツ少年団の卒団式が、庄
内公民館で開催されました。式には、スポーツ少年
団を卒団する７４人のうち３７人（８単位団）が出
席。由布市スポーツ少年団本部長の橋本教育長が
「これからもスポーツ少年団活動を通じて得た経験
や友情を大切にして頑張ってください」と激励し、
各団の代表者に卒団証書と記念品が手渡されました。
また、卒団印を代表して湯布院ジュニアバレーボー
ルクラブの長谷桜華さんが、これまでのスポーツ少

年団での活動
を支えてくれ
た指導者や保
護者に対して
感謝の気持ち
を述べました。

挾間中学校出身の２人が
全国の舞台へ

▶３月２４日㈰
　ＨｏｎｄａＦＣ
　レゾサＡ
１３：００　キックオフ
▶３月３１日㈰
　ＦＣマルヤス岡崎
　レゾサＡ
　１３：００　キックオフ
▶４月　７日㈰
　レイラック滋賀
　ＨＡＴＯスタ
　１３：００　キックオフ
▶４月１４日㈰
　ＦＣティアモ枚方
　レゾサＡ
　１３：００　キックオフ

今後の試合日程

ヘ ル ス ア ッ プ ト ー クのゆーふーゆーふー
～連載１２回目　メタボ予防で寝たきり予防～～連載１２回目　メタボ予防で寝たきり予防～

●問い合わせ　健康増進課　☎０９７－５８２－１１２０　高齢者支援課　☎０９７－５２９－７３４９

①由布市内で開催する集まりに行くことができます！
・自治会　・お茶の間サロン　・老人クラブ　・趣味サークル　・団体の会合　など
②こんな体操などができます！
・めじろん体操　・タオル体操　・口腔体操　・玄米ダンベル体操　・レクリエーション　・脳トレ 　など

こんな時には、ぜひご相談ください！
・地域で健康づくりに取り組みたいが、何をしたらよいか悩んでいる。
・団体の会合や研修会などの機会に、体操を教えてほしい。
・  お茶の間サロンの内容がマンネリ化しているので、新しい体操などを
教えてほしい。

◀ヘルスアップ
　リーダーの
　皆さん

▲いきいき元気塾でのタオル体操（挾間） ▲地区自主サロンでのめじろん体操（湯布院）▲お茶の間サロンでの神楽ばやし体操（庄内）

楽しくからだを動かそう！由布市ヘルスアップリーダーを紹介します
●由布市ヘルスアップリーダーとは？
　運動習慣を取り入れた健康づくりの取り組みを普及・啓発することを目的に、市が養成しているボランティア
組織です。
　地域で体操やレクリエーションなどを紹介することで、健康増進や介護予防の活動を支援しています。
●由布市ヘルスアップリーダーは、こんなことができます！

▲  笑顔で走る親子

▲  力走する子どもたち

●問い合わせ　高齢者支援課　☎０９７－５２９－７３４９

●あなたの状態に合った予防法を考えよう！

　年齢や身体の状況によって、メタボ予防の具
体的な方法は人それぞれです。由布市では、保
健師や管理栄養士による生活習慣における相談
を随時受け付けています。将来の自分や大切な
人のために、お気軽にご利用ください。

●メタボによる寝たきり予防のために…

　メタボ解消に向けて、次のことに注意しましょう。
・毎日１回は体重計に乗る。
・食事は野菜から食べる。
・ラジオ体操を１日１回してみる。
・ジュースやお菓子を控える。　など

●メタボが寝たきりの原因になることってあるの？
　メタボリックシンドロームは寝たきりの原因になります。主な理由
は次の２点です。
①   メタボリックシンドロームは、内臓脂肪が蓄積し、血液がドロドロ
になった状態です。
　  血液がドロドロになると、血管が詰まりやすくな、脳血管疾患や心
筋梗塞などの原因となります。その結果、麻痺などの後遺症により
日常生活に介助が必要な状態になってしまうことがあります。
②  メタボリックシンドロームにより、体重が重くなってしまうと、膝
などの関節に重みの負荷が大きくかかり、痛みなどが発生しやすく
なります。その結果、痛みにより運動不足になります。
　  運動不足の期間が長くなると、筋肉や骨が弱くなり、なお動きにく

脳血管疾患等

要介護状態

関節の痛み

メタボ状態

くなるといった悪循環に陥ってしまい、日常生活に介助が必要な状態になってしまうことがあります。
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健康ナビ

休日当番医
■ 内科・外科医
３ / ２４ （挾）森本整形外科クリニック 097-586-3700
３ / ３１ （庄）おざきホームケアクリニック 097-582-0013
４ / ７ （湯）日野病院 0977-84-2181
４ / １４ （湯）ゆずの木クリニック 0977-85-4625

健康カレンダー
■ 湯布院
４/ １８ ㈭ 乳児後期相談会 湯 布 院 福 祉 セ ン タ ー

（９：３０～１１：３０　挾間健康センター）
ちびっこ広場

３月１５日㈮　読み聞かせ
４月　５日㈮　母子保健推進員と遊ぼう♪はお休みです。
誕生日会も行います。

　毎年３月は、自殺対策強化月間です。
　日本では、平成１０年以降自殺者数が３万人を超える状況が続いていましたが、平成２２年以降減少傾向にあ
りました。しかし、コロナ禍以降増加傾向にあると言われています。
　もし、あなたや、あなたの周りの方が、悩みや不安を抱えて困っている時には、相談できる場所があります。
お気軽にご相談ください。

こころの健康だより  ～自殺対策強化月間～

●大分いのちの電話
　☎０９７－５３６－４３４３　毎日２４時間対応
●こころの電話
　☎０９７－５４２－０８７８　午前９時～正午、午後１時～午後４時（土日・祝日を除く）
●大分県こころの相談（チャット）
　LINE　ID：＠９１３kaiae　  https://lin.ee/hlGx7c2  
　厚生労働省のホームページでも、電話やＳＮＳの相談先を紹介していますので、ご確認ください。
●問い合わせ　健康増進課　☎０９７－５８２－１１２０

▲厚生労働省
　ホームページ

　由布市地域保健委員会が毎月第２日曜日に歯科医による休日在宅当番医を実施してきましたが、近年の歯科診
療受診者数の減少や高齢化が進む歯科医の負担増などの状況を鑑み、令和５年度をもって終了することが決まり
ましたのでお知らせします。市民の皆さまにはご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いします。
●問い合わせ　健康増進課　☎０９７－５８２－１１２０

歯科医による休日在宅当番医の廃止について歯科医による休日在宅当番医の廃止について

今
月
の
お
す
す
め

PI
CK UP!

『江戸でバイトやってみた。』
櫻庭　由紀子　著　一般　384.3／サ

ゆふポ挾間図書館
　令和の女子高校生・
七緒がタイムスリップし
てやって来たのは江戸
のハローワーク！次 と々
展開していくライトノベ
ル調のストーリーとイラ
ストで江戸時代の職業
を学ぶことができる新
感覚の歴史図鑑です。

『大人もときめく国語教科書の名作ガイド』
山本　茂喜　著　一般　902.3／ヤ

ゆふポ湯布院図書館
　懐かしい国語の教科
書で読んだ物語に再び
出会える１冊です。教科
書が大好きだった著者
による解説で、読みやす
くなっています。勉強し
ていたあの頃とはまた
ひと味違うものになる
のではないでしょうか。

『不完全な司書』
青木　海青子　著　一般　016.2／ア

　奈良県東吉野村に
ひっそりとたたずむ私
設図書館「ルチャ・リ
ブロ」。私設図書館と
いう個性的な場所を
舞 台に 、本と図 書 館
の 仕事にまつわるエ
ピソードがつづられた
エッセイです。

ゆふポ庄内図書館

ゆふポ挾間図書館 〒879-5506 由布市挾間町挾間104番地1 （はさま未来館2階・3階） ☎097-586-3150
火～金 午前10時～午後６時／土・日 午前10時～午後５時

ゆふポ庄内図書館 〒879-5413 由布市庄内町大龍1400番地 （庄内公民館内） ☎097-582-0214
火～金 午前10時～午後６時／土・日 午前10時～午後５時

ゆふポ湯布院図書館 〒879-5192 由布市湯布院町川上3738-1 （ゆふいんラックホール１階）☎0977-84-2604
火～金 午前10時～午後６時／土・日 午前10時～午後５時

休館日＜3館共通＞ 毎週月曜日・毎月最終火曜日・祝日・年末年始
https ://yufu. l ibweb. jp  h_tosho@city .yufu. lg . jp

（由布市立図書館）

新着図書一覧 ～新着図書の一部を紹介します～

分　類 書　　名 分　類 書　　名

挾
間

一 般367.7 サ 子がいない人の終活・手続きあんしん帖

庄
内

一 般210.0 ホ 愛憎の日本史　　　　　　　　　　本郷　和人
一 般726.1 コ くらべて、けみして　－校閲部の九重さん－ 一 般788.3 イ 怪物に出会った日　　　　　　　　森合　正範
一 般913.6 ア 余白の迷路　　　　　　　　　　　赤川　次郎 一 般 913.6 ア 迷彩色の男　　　　　　　　　　　安堂　ホセ
文庫本B949.8 ア 忘れたとは言わせない　トーヴェ・アルステルダール 文庫本B913.6 ヨ 編み物ざむらい　２　　　　　　　横山　起也
趣味娯楽P783.7 オ 大谷英語　　　　　　　　　　　太刀川　正樹 ヤング538.2 ア 航空整備士になるには　　　　　　阿施　光南
健 康S492.3 ナ かかりつけ薬剤師と進める５０歳からの上手な薬の終い方 絵 本E ボ ぼくはダンサー　　　　　　　イシズ　マサシ
子育て599.3 ウ うたまるごはんのかんたん親子ごはん

湯
布
院

一 般312.2 ノ 台湾の本音　-“隣国”を基礎から理解する-
湾 曲131.5 マ 図解自省録　　　　　　　　　　　　齋藤　孝 一 般488.9 マ もしも世界からカラスが消えたら　　松原　始
ヤングY915 ム 紫式部日記　－平安女子のひみつダイアリー－ 一 般814 ミ 見て楽しむことば図鑑
低学年913 マ まほうのアブラカタブレット　　如月　かずさ 一 般933.7 サ 最後のモナ・リザ　ジョナサン・サントロファー
絵 本E オ おすしやさん　　　　　　　　　　　 misato. 温泉の本291.0 タ 楽しいひとり温泉。　２０２４
絵 本E チ チクタク村はおおさわぎ　フランチェスカ・アイエッロ 児 童913 ナ 学校の怪談５分間の恐怖行事編 恐怖の修学旅行

図書館だより
— 2024. ３—

 ４月のおはなし会 
●ゆふポ挾間図書館（毎月第４水曜日）　　４月２４日㈬　午前１１時から
●ゆふポ庄内図書館（毎月第１日曜日）　　４月　７日㈰　午前１１時から
●ゆふポ湯布院図書館（毎月第２木曜日）　４月１１日㈭　午前１０時３０分から
 ３月　テーマ・企画展示 
●ゆふポ挾間図書館　　企画展示「地震から命を守る」
　　　　　　　　　　　テーマ展示「読める！古典文学」
●ゆふポ庄内図書館　　一般「平安特集」
　　　　　　　　　　　児童「外国のおはなし」
●ゆふポ湯布院図書館　一般「ハンドメイドの日」
　　　　　　　　　　　児童「冬と動物たち」

作品集「そうぞうのつばさ」が完成しました！ ７人の子ども司書が誕生しました
　夏休み期間中に行われた「令和５年度チャレン
ジ物語づくり教室（講師：山本悦子氏）の作品集
が完成しました。参加した小・中学生９人の個性
が光る作品が収められています。各図書館で読む
ことができますので、ぜひご覧ください。

　３月２日、大分県立図書館で子ども司書認定式
が行われ、由布市内に住む小学生７人が子ども司
書に認定されました。研修や実習で学んだ知識や

技術をもとに、今後は本の
楽しさを伝える「読書リー
ダー」として学校図書室や各
地域の図書館で活躍していく
予定です。

３月のカレンダー　　　 　　休館日
日 月 火 水 木 金 土

1 2
3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

４月の休館日　１日㈪・  8日㈪・15日㈪・
　　　　　　 22日㈪・29日㈷・30日㈫

市報 deお茶の間サロン紹介  No.１２  ～岳本サロン～

●問い合わせ　高齢者支援課　☎０９７－５２９－７３４９

【活動日】毎月第２・４水曜日　【活動場所】岳本公民館、天祖神社
【対象者】湯布院地域在住の方　【人数】２２人程度

私たちは「友達と一緒に楽しく健康に過ごしたい」という思い
を大切にし、活動しています。主に、柔軟体操や筋力運動を行
い、時々健康講話を聴いています。毎月、誕生日の方のお祝い
などをして、交流も深まっています。
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令
和
６
年
４
月
１
日
か
ら

相
続
登
記
の
申
請
が
義
務
化
さ
れ

ま
す

　

令
和
６
年
４
月
１
日
か
ら
、
相
続
に
よ
り
不

動
産
を
取
得
し
た
場
合
、
そ
の
こ
と
を
知
っ
た

日
か
ら
３
年
以
内
に
、
相
続
登
記
の
申
請
が
義

務
化
さ
れ
ま
す
。
な
お
、
令
和
６
年
４
月
１
日

以
前
に
相
続
し
た
不
動
産
も
対
象
で
す
。
新
た

に
設
け
ら
れ
る
「
相
続
人
申
告
制
度
」
に
よ
り
、

早
期
に
遺
産
分
割
を
す
る
こ
と
が
困
難
な
場
合
、

申
請
義
務
を
簡
易
に
履
行
す
る
こ
と
が
で
き
ま

す
。
詳
細
に
つ
い
て
は
、
大
分
地
方
法
務
局
ホ

ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

※
相
続
な
ど
で
農
地
や
森
林
の
土
地
を
取
得
し

た
場
合
、
そ
れ
ぞ
れ
届
け
出
を
す
る
必
要
が

あ
り
ま
す
。

問
【
農
地
を
取
得
し
た
場
合
】

　

農
業
委
員
会

　

☎
０
９
７

－

５
８
２

－

１
３
０
３

　

【
森
林
の
土
地
を
取
得
し
た
場
合
】

　

農
林
整
備
課

　

☎
０
９
７

－

５
２
９

－

７
３
４
７

協
会
け
ん
ぽ
大
分
支
部
の

加
入
者
の
皆
さ
ま
へ

　

令
和
６
年
３
月
分
（
４
月
納
付
分
）
か
ら
保

険
料
率
が
変
わ
り
ま
す
。

●
健
康
保
険
料
率

【
大
分
支
部
】
10
．25
％

　

（
令
和
６
年
２
月
分
ま
で
10
．20
％
）

●
介
護
保
険
料
率

【
全
国
一
律
】
１
．60
％

　

（
令
和
６
年
２
月
分
ま
で
１
．82
％
）

く ら しインフォメーション

お
知
ら
せ

湯
布
院
公
民
館

︵
ゆ
ふ
い
ん
ラ
ッ
ク
ホ
ー
ル
︶

臨
時
休
館
の
お
知
ら
せ

　

湯
布
院
公
民
館
（
ゆ
ふ
い
ん
ラ
ッ
ク
ホ
ー

ル
）
で
は
定
期
清
掃
実
施
の
た
め
次
の
と
お
り

休
館
と
い
た
し
ま
す
。
図
書
館
に
つ
き
ま
し
て

も
祝
日
の
た
め
休
館
日
と
な
り
ま
す
。
ご
利
用

さ
れ
る
皆
さ
ま
に
は
ご
迷
惑
を
お
か
け
し
ま
す

が
、
ご
理
解
と
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

●
休
館
期
間　

３
月
20
日
（
水
・
祝
）

問
湯
布
院
公
民
館　

　

☎
０
９
７
７

－

８
４

－

２
６
０
４

由
布
農
林
業
サ
ポ
ー
ト
人
材
バ
ン
ク

登
録
者
募
集
に
つ
い
て

　

「
農
林
業
の
人
出
が
ほ
し
く
、
ど
な
た
か
に

手
伝
っ
て
も
ら
い
た
い
方
（
農
林
業
者
）
」
と

「
農
林
業
に
関
心
が
あ
り
作
業
を
手
伝
い
た

い
・
手
伝
っ
て
み
た
い
方
（
サ
ポ
ー
タ
ー
）
」

を
繋
げ
る
た
め
、
サ
ポ
ー
ト
人
材
バ
ン
ク
へ
の

登
録
者
の
募
集
を
行
っ
て
い
ま
す
。
登
録
を
希

望
さ
れ
る
方
は
次
の
問
い
合
わ
せ
先
ま
で
ご
連

絡
く
だ
さ
い
。

【
農
林
業
者
】
（
由
布
市
内
の
方
の
み
）

・
人
手
が
ほ
し
い
方

・
後
継
者
を
探
し
て
い
る
方

・
農
業
に
興
味
を
持
っ
て
ほ
し
い
方　

な
ど

【
サ
ポ
ー
タ
ー
】

・
経
験
不
問

・
年
齢
不
問
（
未
成
年
者
は
親
権
者
の
同
意
が
必

要
）

・
短
期
間
（
一
時
的
）
で
も
登
録
可
能

問
農
政
課

　

☎
０
９
７

－

５
８
２

－

１
２
９
３

問
全
国
健
康
保
険
協
会
（
協
会
け
ん
ぽ
）

　

大
分
支
部

　

☎
０
９
７

－

５
７
３

－

５
６
３
０

温
泉
に
関
す
る
手
続
き
に
つ
い
て

●
温
泉
採
取
者
変
更
届
な
ど
の
提
出

　

相
続
や
売
買
な
ど
で
温
泉
採
取
権
者
に
変
更

が
生
じ
た
場
合
は
、
20
日
以
内
に
変
更
届
を
保

健
所
長
に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
（
法
務
局
へ
の

不
動
産
登
記
な
ど
の
手
続
き
と
は
別
に
行
う
必

要
が
あ
り
ま
す
）
。

●
温
泉
掘
削
許
可
の
申
請

　

温
泉
を
ゆ
う
出
さ
せ
る
目
的
で
土
地
を
掘
削

し
よ
う
と
す
る
場
合
は
、
事
前
に
県
知
事
の
許

可
を
受
け
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
大
分
県
環
境

審
議
会
の
定
め
る
基
準
を
逸
脱
し
た
申
請
は
許

可
さ
れ
な
い
こ
と
が
あ
り
ま
す
の
で
、
あ
ら
か

じ
め
保
健
所
ま
で
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

●
動
力
装
置
設
置
許
可
の
申
請

　

エ
ア
ー
コ
ン
プ
レ
ッ
サ
ー
な
ど
の
動
力
装
置

を
用
い
て
温
泉
を
ゆ
う
出
（
汲
み
上
げ
）
す
る

場
合
は
、
掘
削
許
可
と
同
様
に
県
知
事
の
許
可

を
受
け
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

●
温
泉
利
用
許
可
の
申
請

　

温
泉
を
旅
館
や
公
衆
浴
場
な
ど
公
共
の
浴
用

ま
た
は
飲
用
に
供
し
よ
う
と
す
る
場
合
は
、
事

前
に
保
健
所
長
に
申
請
し
て
許
可
を
受
け
て
く

だ
さ
い
。

問
大
分
県
中
部
保
健
所
由
布
保
健
部

　

健
康
安
全
・
衛
生
課

　

☎
０
９
７

－

５
８
２

－

０
６
６
０

３月２８日㈭　午後０時５分～
　由布市防災ラジオの受信状況や動作
確認を行うため、起動試験放送を兼ね
て実施します。防災ラジオの電源の確
認と、受信状態の確認をお願いします。
●放送内容の確認
　☎０９７－５８２－１３５０
　（自動音声）
●問い合わせ

防災危機管理課
　☎０９７－５８２－１１４０

防災ラジオの起動試験のお知らせ

シリーズ
由布市

人材育成教育36
「
由
布
の
魅
力
を
発
信
で
き
る
地
域
の

「
由
布
の
魅
力
を
発
信
で
き
る
地
域
の

リ
ー
ダ
ー
と
し
て
、
地
域
に
貢
献
す
る

リ
ー
ダ
ー
と
し
て
、
地
域
に
貢
献
す
る

自
立
し
た
〝
由
布
の
人
〞
づ
く
り
」

自
立
し
た
〝
由
布
の
人
〞
づ
く
り
」

　
「
由
布
市
人
材
育
成
教
育
」
に
つ
い
て
ご

意
見
、
情
報
提
供
な
ど
が
ご
ざ
い
ま
し
た

ら
、
由
布
市
教
育
委
員
会
学
校
教
育
課
（
☎

０
９
７

－

５
８
２

－

１
１
７
９
）
ま
で
、
ご

連
絡
を
お
願
い
し
ま
す
。

【
教
材
検
討
会
】

　

中
学
校
・
高
校
の
教
員
が
集
ま
り
、
中
学

校
で
行
わ
れ
る
授
業
の
指
導
案
に
つ
い
て
検

討
を
行
い
ま
し
た
。
中
学
校
で
行
わ
れ
て
い

る
授
業
展
開
に
、
高
校
の
先
生
方
の
専
門
的

な
知
見
を
加
え
、
指
導
案
の
作
成
を
行
い
ま

し
た
。

【
ド
ロ
ー
ン
プ
ロ
グ
ラ
ミ
ン
グ
】

　

由
布
高
校
の
生
徒
が
「
プ
ロ
グ
ラ
ミ
ン
グ
」

を
学
び
、
学
ん
だ
こ
と
を
挾
間
中
学
校
の
生

徒
に
教
え
ま
し
た
。
ど
の
よ
う
に
プ
ロ
グ
ラ

ミ
ン
グ
す
れ
ば
ド
ロ
ー
ン
を
お
題
通
り
に
飛

ば
せ
る
の
か
を
全
員
で
話
し
合
っ
て
い
ま
し
た
。

上
手
く
い
か
な
い
こ
と
も
あ
り
、
試
行
錯
誤

し
な
が
ら
取
り
組
む
様
子
が
印
象
的
で
し
た
。

　

今
月
号
は
、
今
年
１
年
間
の
由
布
市
人
材

育
成
教
育
の
取
り
組
み
を
紹
介
し
ま
す
。

●
中
高
一
貫
教
育

　

市
内
３
つ
の
中
学
校
と
由
布
高
校
の
学
び

を
つ
な
ぎ
、
由
布
市
の
将
来
を
担
う
人
材
の

育
成
を
め
ざ
し
て
取
り
組
ん
で
き
ま
し
た
。

今
年
度
連
携
し
て
行
わ
れ
た
取
り
組
み
を
幾

つ
か
紹
介
し
ま
す
。

【
由
布
高
校
に
よ
る
終
礼
訪
問
】

　

由
布
高
校
の
生
徒
が
各
中
学
校
を
訪
問
し

ま
し
た
。
こ
こ
で
は
、
部
活
や
各
行
事
な
ど

高
校
で
の
様
子
に
つ
い
て
話
を
し
、
中
学
生

に
由
布
高
校
の
取
り
組
み
を
知
っ
て
も
ら
う

こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

【
中
高
合
同
生
徒
会
】

　

市
内
３
つ
の
中
学
校
と
由
布
高
校
の
生
徒

会
役
員
が
集
ま
り
、
合
同
で
取
り
組
む
内
容

に
つ
い
て
話
し
合
い
ま
し
た
。
今
年
度
は
、

多
く
の
方
が
利
用
す
る
場
所
を
自
分
た
ち
の

手
で
き
れ
い
に
し
た
い
と
い
う
思
い
の
も
と「
は

さ
ま
未
来
館
」・「
庄
内
カ
ン
ト
リ
ー
パ
ー
ク
」・

「
温
水
園
（
湯
布
院
町
）」
の
３
ヵ
所
で
ボ
ラ

ン
テ
ィ
ア
で
の
清
掃
活
動
を
実
施
し
ま
し
た
。

【
由
布
高
校
教
員
に
よ
る
乗
り
入
れ
授
業
】

　

由
布
高
校
の
英
語
・
数
学
の
教
員
が
各
中

学
校
に
行
き
、
中
学
３
年
生
の
授
業
の
指
導

に
当
た
り
ま
し
た
。
授
業
の
中
で
は
、
高
校

で
の
学
習
内
容
に
も
触
れ
た
ほ
か
、
生
徒
た

ち
自
ら
高
校
の
様
子
を
聞
く
場
面
も
あ
り
、

生
徒
た
ち
が
意
欲
的
に
学
習
に
取
り
組
む
様

子
が
み
ら
れ
ま
し
た
。

　「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」（略称障害者差別解消法）が令和３年５月に改正され、
令和６年４月１日から施行されます。これまで「合理的配慮の提供」は、行政機関は義務、事業者は努力義
務とされていましたが、令和６年４月１日からは事業者も義務化されます。
●事業者とは
　商業その他の事業を行う企業や団体、店舗であり、目的の営利・ 非営利、個人・法人の別を問わず、同じサー
ビスなどを反復継続する意思をもって行う者です。個人事業主やボランティア活動をするグループなども「事
業者」に入ります。
●合理的配慮の提供とは
　障がいのある方にとって社会には、さまざまな障壁が存在します。障がいのある方の活動や機会を平等に
確保するために、支障となっている事情について改善、調整するための措置を行うことです。事業者や行政
機関などに、障がいのある方から障壁を取り除くための何らかの対応が求められたときに、負担が重すぎな
い範囲で対応を行うこととしています。
●合理的配慮の例
　合理的配慮の内容は障がいの特性やそれぞれの場面・状況に応じて異なります。

障がいのある方からの申し出の内容 申し出への対応（合理的配慮の提供）
物理的環境への配慮
（例：肢体不自由）

飲食店で車椅子のまま着席したい。 机に備え付けの椅子を片付けて、車椅子のまま
着席できるスペースを確保した。

意思疎通への配慮
（例：弱視難聴）

難聴のため筆談によるコミュニケーションを希
望したが、弱視でもあるため細いペンや小さな
文字では読みづらい。

太いペンで大きな文字を書いて筆談を行った。

ルール・慣行の柔軟な変更
（例：学習障害）

文字の読み書きに時間がかかるため、セミナー
へ参加中にホワイトボードを最後まで書き写す
ことができない。

書き写す代わりに、デジタルカメラ、スマート
フォン、タブレット型端末などで、ホワイト
ボードを撮影できることとした。

●問い合わせ　福祉課　☎０９７－５８２－１２６５

障がいのある方への合理的配慮が義務化されます

▲大分地方法務局
　ホームページ

▲全国健康保険協会
　ホームページ

　

１
年
間
、市
内
幼
稚
園
・
小
学
校
・
中
学
校
・

由
布
高
校
の
取
り
組
み
を
紹
介
し
て
き
ま
し
た
。

子
ど
も
た
ち
は
、
自
ら
の
力
で
さ
ま
ざ
ま
な

取
り
組
み
を
行
い
、
成
長
し
て
い
ま
す
。
今

後
も
由
布
市
の
将
来
を
担
う
子
ど
も
た
ち
の

育
成
に
全
力
で
取
り
組
み
た
い
と
思
い
ま
す
。

地
域
の
皆
さ
ま
の
温
か
い
ご
支
援
を
お
願
い

し
ま
す
。

▲終礼訪問

▲中高合同ボランティア清掃

▲ドローンプログラミング

挾
間
少
年
少
女
剣
道
ク
ラ
ブ
部
員

募
集
に
つ
い
て

　

初
心
者
・
見
学
者
大
歓
迎
！
防
具
や
竹
刀
は

お
貸
し
し
ま
す
。
ぜ
ひ
１
度
竹
刀
を
握
っ
て
み

て
ね
！

●
対
象
者　

幼
稚
園
年
長
・
小
学
生
の
男
女

●
稽
古
日　

毎
週
月
・
金
曜
日

　

午
後
６
時
30
分
〜
午
後
８
時

●
場
所　

挾
間
小
学
校
体
育
館

問
挾
間
少
年
少
女
剣
道
ク
ラ
ブ
事
務
局

　

☎
０
８
０

－

５
２
４
１

－

０
５
０
５

挾
間
少
年
柔
道
ク
ラ
ブ
部
員

募
集
に
つ
い
て

　

現
在
、
部
員
11
人
で
稽
古
を
し
て
い
ま
す
。

興
味
の
あ
る
方
は
ぜ
ひ
見
学
に
来
て
く
だ
さ

い
！

●
対
象
者　

幼
稚
園
年
長
・
小
学
生
の
男
女

●
稽
古
日　

毎
週
水
・
土
曜
日

　

午
後
６
時
〜
午
後
８
時

●
場
所　

挾
間
中
学
校
武
道
場

問
挾
間
町
少
年
柔
道
ク
ラ
ブ

　

☎
０
９
０

－

３
３
２
８

－

２
４
１
０
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　 農業サポーター

　 農業サポーター

　 農業サポーター

　 農業サポーター

　 農業サポーター

　 農業サポーター

木木ゆ

ふ

ゆ

ふ綿綿
の
山
通
信

の
山
通
信

●
問
い
合
わ
せ　
社
会
教
育
課

　
☎
０
９
７
–
５
８
２
–
１
２
０
３

　

今
回
は
庄
内
町
に
あ
る
、
大
分
川

の
立
木
状
炭
化
木
お
よ
び
火
砕
流

（
市
指
定
重
要
文
化
財
：
天
然
記
念

物
）
の
紹
介
で
す
。

　

国
道
２
１
０
号
線
の
挾
間
町
と
庄

内
町
の
境
界
付
近
の
大
分
川
川か

わ
　
ど
こ床
に
、

立
木
状
炭
化
木
・
火
砕
流
が
あ
り
ま

す
。

　

今
か
ら
約
60
万
年
前
、
由
布
川
火

砕
流
と
い
わ
れ
る
大
規
模
火
砕
流
が

こ
の
地
域
に
流
れ
込
み
ま
し
た
。
火

砕
流
と
は
、
火
山
現
象
に
よ
り
生
じ

る
土
砂
移
動
の
こ
と
で
、
山
の
斜
面

に
沿
っ
て
マ
グ
マ
な
ど
が
流
れ
下
り

て
く
る
こ
と
を
言
い
ま
す
。
由
布
川

火
砕
流
に
よ
り
、
こ
の
付
近
一
帯
の

大
分
川
に
は
大
き
な
一
枚
岩
の
よ
う

な
川
床
が
形
成
さ
れ
ま
し
た
。

　

ま
た
、
火
砕
流
の
流
れ
込
み
に
よ

り
、
そ
の
場
所
に
生
え
て
い
た
木
な

ど
の
自
然
林
が
埋
没
し
、
一
部
は

立
っ
た
ま
ま
の
状
態
で
炭
化
さ
れ
、

炭
化
木
が
生
成
さ
れ
ま
し
た
。

　

発
見
さ
れ
た
の
は
平
成
５
年
９
月
、

台
風
13
号
が
大
分
県
を
襲
っ
た
後
の

こ
と
で
し
た
。
大
分
市
で
、
１
時
間

当
た
り
の
雨
量
が
81
㎜
と
い
う
激
し

い
雨
が
降
り
ま
し
た
。
当
時
と
し
て

は
観
測
史
上
最
高
値
を
記
録
し
、
庄

内
町
の
一
部
が
浸
水
し
、
一
時
住
民

が
避
難
す
る
ほ
ど
の
大
洪
水
で
し
た
。

こ
の
洪
水
が
櫟
木
地
区
付
近
の
大
分

川
川
床
を
洗
い
流
し
、
火
砕
流
跡
と

炭
化
木
を
露
出
さ
せ
る
と
い
う
副
産

物
を
も
た
ら
し
ま
し
た
。

　

後
日
、
た
ま
た
ま
大
分
川
を
訪
れ

た
人
が
川
床
に
炭
化
し
た
大
木
が
点

在
し
て
い
る
こ
と
を
不
思
議
に
思
い
、

テ
レ
ビ
局
に
知
ら
せ
た
と
こ
ろ
、
大

き
く
報
道
さ
れ
話
題
と
な
り
ま
し
た
。

　

こ
の
当
時
、
九
州
各
地
か
ら
埋
も

れ
木
の
報
告
が
幾
つ
か
さ
れ
て
い
ま

し
た
が
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
「
阿
蘇

４
」
と
呼
ば
れ
る
約
９
万
年
前
に
発

生
し
た
、
阿
蘇
山
最
大
規
模
の
火
砕

流
に
関
す
る
も
の
で
し
た
。
櫟
木
地

区
の
も
の
は
、
そ
れ
を
大
き
く
遡
る

約
60
万
年
前
の
も
の
と
い
う
こ
と
や
、

火
砕
流
堆
積
物
の
様
相
も
間
近
で
観

察
で
き
る
と
い
う
こ
と
か
ら
、
地
質

学
上
大
変
貴
重
な
存
在
と
さ
れ
て
お

り
、
約
60
万
年
前
に
こ
の
地
に
生
え

て
い
た
植
物
と
長
い
年
月
を
超
え
て

現
在
の
時
間
を
共
有
で
き
る
貴
重
な

場
所
と
な
っ
て
い
ま
す
。

今
月
の
農
作
業

●
柑
橘
類
に
つ
い
て

　

収
穫
期
を
過
ぎ
た
ミ
カ
ン
の
実
が
付

い
て
い
る
の
を
見
か
け
ま
す
。
こ
の
時
期
で
あ
れ
ば
晩
生
で
し
ょ
う
。
収
穫
す
る
の

で
あ
れ
ば
適
期
に
、
収
穫
し
な
い
の
で
あ
れ
ば
樹
の
負
担
軽
減
の
た
め
に
落
と
し
ま

し
ょ
う
。

12
月
か
ら
翌
年
の
５
月
ご
ろ
に
か
け
て
収
穫
す
る
の
が
中
晩
柑
類
で
す
。
ポ
ン
カ

ン
、
伊
予
柑
は
12
月
〜
１
月
に
、
は
っ
さ
く
、
甘
夏
は
１
月
〜
３
月
、
晩
白
柚
は
１

月
〜
４
月
、
文
旦
と
日
向
夏
は
４
月
以
降
な
ど
、
大
ま
か
な
収
穫
時
期
が
あ
り
ま
す
。

晩
生
種
の
柑
橘
類
は
収
穫
後
す
ぐ
に
出
荷
せ
ず
、
１
ヵ
月
く
ら
い
寝
か
せ
追
熟
さ
せ

る
も
の
が
多
い
の
で
、
店
に
並
ん
で
い
る
の
を
見
て
収
穫
時
期
だ
と
勘
違
い
し
な
い

よ
う
に
し
ま
し
ょ
う
。
収
穫
が
終
わ
る
と
剪
定
を
し
て
翌
年
に
備
え
ま
す
。
カ
ボ
ス

や
ユ
ズ
も
同
様
に
実
を
放
置
せ
ず
に
処
理
し
ま
す
。

　

肥
料
は
年
間
３
回
行
い
ま
す
。
今
か
ら
は
元
肥
で
芽
を
伸
ば
す
た
め
、
夏
は
追
肥

で
実
の
た
め
、
収
穫
後
の
お
礼
肥
と
そ
れ
ぞ
れ
役
割
が
あ
り
ま
す
。
春
は
牛
糞
や
油

粕
な
ど
有
機
物
を
多
く
し
、
で
き
れ
ば
石
灰
類
も
施
し
ま
す
。
庭
先
で
放
任
し
て
も

で
き
る
柑
橘
類
で
す
が
、
し
っ
か
り
と
手
入
れ
し
て
あ
げ
る
こ
と
で
見
違
え
る
よ
う

に
若
返
り
ま
す
。
ま
た
、
幹
の
周
り
が
草
薮
に
な
る
と
カ
ミ
キ
リ
ム
シ
の
幼
虫
が
侵

入
し
や
す
く
な
り
ま
す
。
周
囲
は
し
っ
か
り
除
草
し
ま
し
ょ
う
。

●
春
野
菜
に
向
け
て

　

定
植
準
備
を
し
ま
す
。
堆
肥
は
１
ヵ
月
前
ま
で
に
、
石
灰
の
投
入
は
定
植
２
週
間

前
に
、
元
肥
は
１
週
間
前
を
基
本
に
し
ま
す
。

●
ジ
ャ
ガ
イ
モ
、
サ
ト
イ
モ
の
植
付
け

　

春
夏
野
菜
よ
り
一
足
先
に
イ
モ
類
の
植
え
付
け
を
し
ま
す
。
ジ
ャ
ガ
イ
モ
は
３
月

中
旬
ま
で
に
、
サ
ト
イ
モ
は
今
月
末
か
ら
４
月
中
旬
ま
で
に
植
え
ま
し
ょ
う
。

●
ス
ナ
ッ
プ
エ
ン
ド
ウ

　

マ
メ
科
な
の
で
追
肥
は
不
要
で
す
が
、
生
育
状
況
に
応
じ
て
行
い
ま
す
。
た
だ
し
、

１
株
に
小
さ
じ
１
杯
程
度
と
少
量
が
望
ま
し
い
で
す
。
エ
ン
ド
ウ
豆
は
性
質
上
、
親

ツ
ル
と
子
ツ
ル
ほ
ど
実
が
良
く
着
き
、
孫
ツ
ル
は
ほ
ぼ
着
き
ま
せ
ん
。
混
み
あ
う
の

で
早
め
に
除
去
し
ま
し
ょ
う
。

●
タ
マ
ネ
ギ

　

極
早
生
種
は
収
穫
期
と
な
り
ま
す
。
極
早
生
種
は
多
く
が
小
玉
〜
中
玉
種
な
の
で

順
調
に
生
育
し
て
い
れ
ば
、
こ
れ
以
上
待
っ
て
も
追
肥
を
し
て
も
球
太
り
し
ま
せ
ん
。

病
気
で
傷
む
前
に
収
穫
し
ま
し
ょ
う
。
早
生
種
は
ま
だ
肥
大
途
中
で
収
穫
時
期
で
は

あ
り
ま
せ
ん
が
、
追
肥
は
不
要
で
す
。
中
晩
生
種
は
最
後
の
追
肥
と
な
り
ま
す
。
た

だ
し
、
天
候
と
生
育
具
合
を
み
て
多
肥
栽
培
に
な
ら
な
い
よ
う
に
調
整
し
ま
し
ょ
う
。

ま
た
、
気
温
上
昇
で
病
気
が
出
や
す
い
季
節
で
す
。
排
水
対
策
や
除
草
作
業
を
行
い
、

病
気
に
か
か
ら
な
い
工
夫
を
し
ま
し
ょ
う
。
な
お
、
市
場
の
６
割
以
上
を
占
め
る
北

海
道
産
タ
マ
ネ
ギ
が
不
作
の
た
め
、
今
年
の
価
格
は
６
月
く
ら
い
ま
で
高
値
で
推
移

す
る
見
込
み
で
す
。

◆
問
い
合
わ
せ　

農
政
課　

☎
０
９
７

－

５
８
２

－

１
２
９
３

人　
　口 ひとの動き

編集後記
▶先日、大分ふるさとCM大賞の収録が行われました。参加者
としての立場がありながらも、各市町村の作品を見ていると、
熱い思いが伝わり終始感動しっぱなしでした。また、初のチー
ム対抗戦ということもあり、非常に盛り上がり楽しく参加する
ことができました。３月２０日に放送されますので、ぜひご覧
ください。（て）
▶少しずつ暖かい日が増えてきて、ダウンを片付けられる日も
遠くなさそうです。服装管理が下手な私は、暑かったり、寒かっ
たりと忙しくなる季節です。暖かいと思って気を抜くと夜は冷
え込み、翌日には鼻水を垂らすことになります。皆さんの服装
管理・体調管理のコツがあれば教えてください。（か）

窓口
延長 窓口を午後７時まで開庁している庁舎のお知らせ

税　
　金 今月の税／料

●国民健康保険税・・・１０期分
●介護保険料・・・・・１０期分
●入湯税・・・・・・・２月分
納期限　令和６年４月１日㈪

国民
年金 おしえて！国民年金

　障害基礎年金は、原則として、国民年金の被保険者
期間中に初診日のある病気やけがにより生活や仕事な
どが制限されるようになった場合に、現役世代の方も
含めて受け取ることができる年金です。
●支給対象条件
（１）  障害の原因となった病気・けがについて、医師

または歯科医師の診療を受けた日（初診日）に
おいて、次のいずれかに該当する方

①国民年金の被保険者の方
②国民年金の被保険者であった、日本国内に住所を有
する６０歳以上６５歳未満の方
（２）  初診日から１年６ヵ月を経過した日の障害の状

態が、障害認定日または２０歳に達したとき
に、障害等級表に定める１級または２級に該当
していること

（３）  初診日前日において、国民年金被保険者期間の
うち、保険納付済期間と保険免除期間を合算し
て３分の２以上であること

※  ２０歳に達する前の年金制度に加入していない期間
に初診日がある場合、納付要件はありません。

問大分年金事務所　☎０９７－５５２－１２１１
 ３月の年金相談日 ※要予約
●日にち　３月１９日㈫
●時間　午前１０時～午後３時（本庁舎新館　１階）
※  ４月以降、年金事務所による年金相談は実施されま
せん。

障害基礎年金について

住民票や税などの一部業務のみ取り扱っています。
　 本庁舎…本、挾間庁舎…挾、湯布院庁舎…湯
３
月

日 月 火 水 木 金 土

1      2

3 4      5      湯 6      本 7      挾 8      9

10 11    12    湯 13    本 14    挾 15    16

17 18    19    湯 20    21    挾 22    23

24 25    26    湯 27    本 28    挾 29    30    

※  午後５時以降の税などの納付、各種申請などの受け付け
はお取り扱いできません。

31

無料
相談 由布市無料相談のお知らせ
【行政相談】担当：行政相談委員
困ったら１人で悩まず行政相談
　本庁舎　　　４月　５日㈮ 午前 　９時～午前11時
　挾間庁舎　　４月１７日㈬ 午前 　９時～午前11時

ゆふいんラックホール ４月　５日㈮ 午前 　９時～午前11時
【不動産相談】担当：宅地建物取引士
土地の境界等、不動産全般に関すること(電話相談可能)
　本庁舎　　　４月　１日㈪ 午後１時～午後３時

【司法書士市民相談】担当：司法書士（要予約）
※２日前までの事前予約があった場合のみ開催します。

相談を希望する場合は必ず予約をするようご注意ください。
※予約の受付は会場ごとに行っています。本庁舎は総務課、挾間庁舎・

ゆふいんラックホールは各地域振興課へ予約をお願いします。

不動産登記、相続、金銭トラブル等の法律相談
　本庁舎　　　４月１７日㈬ 午後１時３０分～午後４時
　挾間庁舎　　４月は開催されません。

ゆふいんラックホール ４月　２日㈫ 午後１時３０分～午後４時
【行政書士市民相談】担当：行政書士（要予約）

※２日前までの事前予約があった場合のみ開催します。
相談を希望する場合は必ず予約をするようご注意ください。

※予約の受付は会場ごとに行っています。本庁舎は総務課、挾間庁舎・
　ゆふいんラックホールは各地域振興課へ予約をお願いします。

遺言相談、農地、温泉、成年後見等のお悩みごと
　本庁舎　　　４月１２日㈮ 午後１時～午後３時
　挾間庁舎　　４月１９日㈮ 午後１時～午後３時

ゆふいんラックホール　４月　５日㈮ 午後１時～午後３時
【公証人無料相談会】担当：公証人（要予約）

※予約の受付は、大分公証人合同役場（☎０９７－５３５－０８８８）で
行っています。公証人相談を希望の方は合同役場へお電話ください。

遺言、任意後見、離婚給付、債務弁済等の公正証書の相談
　本庁舎　　　 ４月　１日㈪ 午後３時～午後５時
問総 務 課 総 務 係　☎ 0 9 7 – 5 8 2 – 1 1 1 2
　挾間振興局地域振興課　☎ 0 9 7 – 5 8 3 – 1 1 1 1
　湯布院振興局地域振興課　☎ 0 9 7 7 – 8 4 – 3 1 1 1

エ　
　コ 大分エコライフプラザ情報

● 「とっかえほん（絵本の交換）」を実施しています
　  小学校低学年（２年生）までの方を対象に、家庭で不要に

なった絵本と「大分エコライフプラザ」で用意した絵本を
交換できます。詳細についてはお問い合わせください。

●再生家具・自転車の無料抽選（事務局抽選）
　～再生した家具・自転車を無料でお譲りします～
　申込期間　３月２６日㈫～４月７日㈰正午
※  ４月１日㈪は開催されません。
　なお、当選の方には、電話でご連絡します。
●  フリーマーケット、かえっこバザールも４月７日㈰に開

催。出店希望の方は、毎月、前月の１５日までにお申し込
みください。

問大分エコライフプラザ　☎ 0 9 7 – 5 8 8 – 1 4 1 0

総人口  33,510人（－40）
世帯数  15,932戸（＋1）

２月２９日現在 （　 ）は前月比

男  15,988人（－26）
女  17,522人（－14）

窓口延長業務は、令和５年度（令和６年３月２８日㈭
挾間庁舎実施分）で終了します。

▲  川床にある炭化木
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あ な た の 生 ま れ た 大 切 な 日H a p p y  B i r t h d a y

　掲載希望の保護者の方は、電話（総務課☎097-582-1112）またはホームページでお申し込み
ください。対象は３歳以下で、過去に掲載されたことがない方（先着順）。
　申込締切：４月生まれ３月２５日 ㈪／５月生まれ４月１９日 ㈮

市報ゆふ　
お誕生日コーナー　
申し込みフォーム▶

江
え ぐ ち

口 紗
さ く

来ちゃん
令和４年３月２日　挾間町下市

月
つきま ち

待 天
て ん り

李くん
令和５年３月２１日　挾間町下市

藤
ふじわ ら

原 百
も も か

花ちゃん
令和４年３月３日　挾間町下市

瀬
せりゅ う

立 健
けんぞ う

想くん
令和５年３月１７日　挾間町古野

行
ゆきま さ

政 曉
あきさ ね

真くん
令和５年３月１５日　湯布院町川上

土
は じ

師 愛
ま な と

音くん
令和５年３月１０日　湯布院町川上

浅
あ さ の

野 祐
ゆ う り

莉ちゃん
令和３年３月２日　挾間町北方

菅
す が た

田 蒼
あ お と

斗くん
令和４年３月４日　挾間町下市

ま れ た 大 切 な 日
安
やすもり

森 心
こ は る

春ちゃん
令和２年３月６日　挾間町挾間

後
ご と う

藤　そよかちゃん
令和５年３月７日　挾間町古野

あ な た の 生 ま れ た 大 切 な 日
加
か と う

藤 達
た つ み

海くん
令和３年２月１０日　挾間町挾間

樋
ひ ぐ ち

口 尚
しょう り

李くん
令和３年３月２３日　湯布院町川北

運休と変更のお知らせ
変 更 便

変 更 日 ３／２６㈫・２９㈮、 ４／８㈪・９㈫
変更内容 スクールバス各コースの帰り第１便の発車時刻が次のとおり変更になります。

コース名
（スクールバス） 始発バス停

発車時刻

変更前
変更後

３／２６㈫・２９㈮ ４／８㈪・９㈫

湯 平 コ ー ス 由布院駅前バスセンター 16：27 ⇒ 12：52

塚 原 コ ー ス 湯布院中学校 16：35 ⇒ 13：00

阿蘇野コース 小野屋駅前 16：15 16：21 ⇒ 13：06

大津留コース 庄内庁舎 16：27 ⇒ 13：12
シャトルコース

（ 石 城 系 統 ） 庄内庁舎 16：33 ⇒ 12：53

運 休 便
運休日 コース名 運休内容

３／２６
㈫ シャトルバス 健康温泉館前 13:42 発、大学病院 13:55 発、庄内庁舎 14:25 発の各便

３／２９
㈮ シャトルバス 健康温泉館前 13:42 発、大学病院 13:55 発、庄内庁舎 14:25 発の各便

４／８
㈪

シャトルバス 健康温泉館前 13:42 発、大学病院 13:55 発、庄内庁舎 14:25 発の各便
湯平線 健康温泉館前 12:45 発の便

下筒口線 大学病院 13:30 発の便
４／９

㈫ シャトルバス 健康温泉館前 13:42 発、大学病院 13:55 発、庄内庁舎 14:25 発の各便

〔コミュニティバス〕総合政策課
　　　　　　　　☎０９７−５８２−１１５８
〔スクールバス〕教育総務課
　　　　　　　　☎０９７−５８２−１１７７

問い合わせ

　中学校行事に伴い、スクールバス復路便の時間を変更して運行するため、次の便は運休および
変更となります。ご利用の際はお間違えのないようご利用ください。

　市報ゆふお誕生日コーナー申し込みフォームの不具合により、これまで掲載できなかったお子さまを市報ゆふ３月号
「Happy Birthday あなたの生まれた大切な日」内で併せて紹介しています。予めご了承ください。

お知らせ

24市報ゆふ　2024. ３


